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被執行者の状態（2002/4/3 衆議院法務委員会議事録・抜粋） 

 

（大島令子議員） 憲法 36 条，もう既にどなたも御存じだと思いますけれども，「公務員による拷

問及び残虐な刑罰は，絶対にこれを禁ずる」と。憲法ということで広く知れ渡っておりますけれど

も，私は，名古屋拘置所で昨年 12 月 27 日に処刑された死刑囚の遺体を見て初めて残虐な刑罰

であるということを感じました。 

ここに，法医学者が，「死刑による肉体の破壊」ということで文章を書いております。 

死刑の執行が肉体に及ぼす影響もまた甚大である。その様子は，「がくりと首を折り，飛び出し

た眼球。人によっては鼻血を吹き散らし，口からは舌とともに白いような粘液を吐いてこときれて

いる死刑囚。つい20分足らず前には，自分の足で処刑されるべく歩いていた一個の人間。ひとつ

の生命体が，こんな無惨な変わり果てた姿になって，だらりと吊るされている」と報告されていると

おり，目を覆うような凄惨な状況を露呈し，仮に瞬時に死刑確定者が意識を喪失するものであっ

たとしても，これが過酷な肉体的苦痛や熾烈な肉体損壊をもたらすものであることは否定できな

い。 

ちなみに，法医学者は，死刑屍について「顔面は淡紫紅色を呈し，鼻翼を圧するに右鼻孔から

汚穢淡褐色でやや希薄なる液をもらし，死体の位置を動かす毎に口腔から前記同様の液をもら

す。舌尖」舌のことですが，「舌尖は歯列の間に挟まれて歯の痕がある。頸部臓器は，甲状軟骨

の上部で皮下組織を残して殆んど全く破断せられ，胸骨舌骨筋，扁甲舌骨筋，甲状舌骨筋，中

舌骨甲状靭帯は離断せられ，甲状軟骨は上切痕から下方に向かって破砕し，左右径 6cm，上下

径 2.5cm，前後径 4cm の空洞を形成する。」首の中が空洞ということでございます。 

「左右の胸鎖乳様筋の上部に約扁桃大の筋肉間出血があり，咽後結締組織間に約しゅけん

大の組織間凝固を認むる」として，14 例の死刑屍の解剖所見からこの法医学者はこのように述

べています。「死刑屍の頸部臓器は一般縊死の場合と異なり，広範なる範囲にわたりて断絶させ

られ，甲状軟骨体及びその上角並びに舌骨大角の骨折，筋肉の離断及び出血，頸動脈内膜の

裂傷若しくは断裂，頸部脊椎の骨折等を認めた」ということで，絞首刑の執行に激しい肉体の損

壊を指摘しております。 

今大臣がごらんになった写真も，縄の跡がここに見えました。私も，首が長く伸びているな，何

でこんなに首が伸び切っているんだろうという写真を見まして，なるほど，法医学者のこの鑑定の

とおりだなということを感じたわけなんです。 
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